
  

２０２２年３月２９日 

リサイクル燃料貯蔵（株） 

 

 

設工認（分割第２回）変更申請書の一部差替えについて 

 

１．概要 

リサイクル燃料備蓄センター（以下「ＲＦＳ」という。）の分割第２回目設工認変更申請書公開版（以

下，「設工認申請書」という。）において，商業機密の一部にマスキングを追加すべき箇所があることを確

認した。 

このため，提出した設工認申請書および既にＨＰ上で公開されているＰＤＦデータの差し替えを実施さ

せていただきたい。 

なお，当該事象については，不適合処理を実施し，当該部分以外に同様の箇所が無いことを確認した。 

 

２．マスキングを追加すべき箇所について 

・ 添付1－1－1使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

・ 添付5－3－1金属キャスクの耐震性に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

・ 添付5－4－1貯蔵架台の耐震性に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

・ 添付19－3－1－1－1金属キャスクの構造図（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 

３．マスキングが不要な箇所について 

マスキングを追加すべき箇所の確認の際に商業機密のマスキング対象を精査した結果，本来マスキン

グ不要な箇所にマスキングしている書類があることを確認した。これらの箇所については補正申請時に

適正化を図ることとさせていただきたい 

 

４．不適合対応について 

当社の実施した不適合対応状況について，別紙１「商業機密マスキングに係る不適合について」に示

す。 

 

 

 

以上 
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別紙１ 

 

 

商業機密マスキングに係る不適合について 

 

１．はじめに 

ＲＦＳの設工認申請書における要目表記載事項及び金属キャスクの概略構造図の一部に本来非公開情報と

してマスキングすべき情報がマスキングされず，公開資料として提出されていることを当社社員が確認した。 

当該事象については，ＱＭＳマニュアルの不履行として，不適合報告（21-NC-10「分割2回目設工認変更申

請書公開版における非公開情報のマスキング漏れについて」2022年1月17日CAP委員会開催）を発行して，

対応している。（添付１参照） 

なお，本件は補足説明資料として当社設工認申請書と日立ＧＥ(株)型式指定申請書との比較表を作成した

際，マスキング範囲の異なる箇所があったため，設工認申請書を再確認したことで判明したもの。（添付２参

照） 

 

２．マスキングを追加すべき箇所について 

・ 添付1－1－1使用済燃料が臨界に達しないことに関する説明書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

・ 添付5－3－1金属キャスクの耐震性に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

・ 添付5－4－1貯蔵架台の耐震性に関する計算書（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

・ 添付19－3－1－1－1金属キャスクの構造図（ＢＷＲ用大型キャスク（タイプ２Ａ）） 

 

３．原因分析 

今回の不適合については，以下の3 つの要因があったと考えられる。（添付３参照） 

(a) 当社からメーカに対しマスキング必要箇所のレビュー依頼をしたが，当社から具体的なレビュー

事項を指示しなかったこと，また依頼を受けたメーカ担当者もマスキング必要箇所のレビューが含

まれているとの認識が低く，マスキング漏れの状態で資料が提出された。  

(b) 当社チェック実施者の一人は，過去の不適合を踏まえたマスキング範囲の教育を受けておらず，ダ

ブルチェックの機能が働かなかった。 

(c) 元々メーカが作成した書類であったことから，メーカ側にマスキング漏れがないだろうとの思い

込みの可能性があり，申請前のチェックの際に当該箇所の確認が漏れてしまった。 

 

４． 是正処置について 

原因分析の結果，以下のように対応する。不適合の処理状況について添付４に示す。 

(a) メーカへ商業機密に関係する箇所の確認を依頼する場合は，追加仕様書及びメール本文にその旨

を記載する。 

(b) 文書及び記録管理マニュアルＱ－３－Ｄ１－２－２設計及び工事の計画の（変更）認可申請書記載

事項確認に基づく申請書類のチェックを行う前に，マスキング範囲の教育を実施する。この教育で

は、次項（ｃ）の対象リストを用いる。 

(c) 申請の都度，最新のマスキング対象を網羅的に確認できるようマスキング対象リストを作成し，申

請書類のチェック時に使用する。 

 

５．添付資料 

添付１ 不適合報告（21-NC-10「分割2回目設工認変更申請書公開版における非公開情報のマスキング

漏れについて」抜粋） 

添付２ 設工認申請書マスキング漏れに係る経緯（時系列） 

添付３ 設工認申請書マスキング漏れ不適合の原因分析 

添付４ 不適合の処理状況 
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添付１ 
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添付２ 

 

設工認申請書マスキング漏れに係る経緯（時系列） 

 

2021/11/12 以前 ＲＦＳ分割第 2 回目設工認変更申請書の QMS チェック 

 

2021/11/12 ＲＦＳ分割第 2回目設工認変更申請 

 

2022/1/17       当社社員が，令和３年１１月１２日に申請した設工認申請書に非公開情報が 

公開されている事を確認した。 

発見者から，キャスク設計製造 GM に規制庁 HP 上で非公開情報が公開されて

いる事を報告し，不適合として対応することの指示を受け，不適合としての処

置を開始した。（キャスクメーカにも連絡） 

申請書の設工認公開用資料（案）についてマスキング版（差し替え版）を作成

した。 

 

2022/2/25       設工認申請書作成担当Ｇによるマスキング範囲確認の結果，マスキング漏れ 

及びマスキング不要箇所のマスキングが無いことを確認した。 

 

2022/3/25      当該マスキング漏れ箇所の再提出に先立ちＮＲＡに説明資料を提出した。 

 

  

6/11



設工認申請書マスキング漏れ不適合の原因分析
（① ）

※１文書及び記録管理マニュアル様式１申請書新旧比較表，補正書記載事項チェックリスト

今回の悪さ加減
 ⅰ レビュー依頼が不明瞭であったこと

 ⅱ 申請書内の最新のマスキング対象を網羅的に確認できていなかったこと

あるべき姿
 Ⅰ設工認申請書のレビュー依頼の際に設工認技術支援業務委託に則ったマスキング確認依頼を含む旨を明確にする
 Ⅱ申請の都度，最新のマスキング対象を網羅的に確認できるよう管理する。

メーカへのレビュー依頼の内容が
不明瞭だった

に同一の記載があっ
たがマスキング対象となっ
ていることを知らなかった

申請書内のマスキング
対象を網羅的に確認で
きていなかった

マスキングすべき数
値がマスキングされ
ていなかった

マスキング対象とわ
からなかった

（様式１※1作成時
点）

メーカのレビューが完了し
た資料においてマスキング
対象となっていなかった

メーカ担当者がレ
ビュー依頼に対してマ
スキング範囲の確認行
為が含まれていると
思っていなかった

新しくマスキング対象と
なった数値に対する知識が
乏しかった（マスキング対
象に係る教育資料にも反映
されていなかった）

添付３（1/4） 
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設工認申請書マスキング漏れ不適合の原因分析
（② ）

※１文書及び記録管理マニュアル様式１申請書新旧比較表，補正書記載事項チェックリスト

今回の悪さ加減
 ⅰ 申請書内の最新のマスキング対象を網羅的に確認できていなかったこと

あるべき姿
 Ⅰ申請の都度，最新のマスキング対象を網羅的に確認できるよう管理する。

に同一の記載があっ
たがマスキング対象となっ
ていることを知らなかった

申請書内のマスキング
対象を網羅的に確認で
きていなかった

マスキングすべき数
値がマスキングされ
ていなかった

マスキング対象とわ
からなかった

（様式１※1作成時
点）

メーカのレビューが完了し
た資料においてマスキング
対象となっていなかった

新しくマスキング対象と
なった数値に対する知識が
乏しかった（マスキング対
象に係る教育資料にも反映
されていなかった）

添付３（2/4） 
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設工認申請書マスキング漏れ不適合の原因分析
（③ ）

※１文書及び記録管理マニュアル様式１申請書新旧比較表，補正書記載事項チェックリスト
※２結果的に修正作業中に当該箇所のマスキングが外れたものと推定

今回の悪さ加減
 ⅰ メーカ提出資料を元に作成されているためマスキング範囲が抜けていると思わなかった

 ⅱ 申請書内の最新のマスキング対象を網羅的に確認できていなかったこと

 ⅲ 商業機密の教育を受けていなかった

あるべき姿
 Ⅰ申請の都度，マスキング対象を網羅的に確認する。
 Ⅱマスキング範囲の教育を全員に適切なタイミングで実施する

添付に同一の記載があった
が，マスキング対象となっ
ていることを知らなかった

申請書内のマスキング対象
を網羅的に確認できていな
かった

マスキングすべき構
造がマスキングされ
ていなかった

マスキング対象とわ
からなかった

（様式１※1作成時
点）

様式１のチェック時，
（メーカ提出資料を元に作
成したため）設工認申請書
のマスキング対象が正しい

と思い込んでいた※2

過去の不適合とその対象構
造に対する知識が乏しかっ
た

様式１のチェック者の中に
は商業機密の教育を受けて
いないものもいた

添付３（3/4） 
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設工認申請書マスキング漏れ不適合の原因分析
（④ ）

※１文書及び記録管理マニュアル様式１申請書新旧比較表，補正書記載事項チェックリスト
※２結果的に修正作業中に当該箇所のマスキングが外れたものと推定

今回の悪さ加減
ⅰ メーカ提出資料を元に作成されているためマスキング範囲が抜けていると思わなかった

ⅱ 申請書内の最新のマスキング対象を網羅的に確認できていなかったこと

あるべき姿
 Ⅰ申請の都度，マスキング対象を網羅的に確認する。

に同一の記載があったがマ
スキング対象となっていることを
知らなかった

申請書内のマスキング
対象を網羅的に確認で
きていなかった

マスキングすべき数
値がマスキングされ
ていなかった

マスキング対象とわ
からなかった

（様式１※1作成時
点）

様式１のチェック時，（メーカ提
出資料を元に作成したため）設工
認申請書のマスキング対象が正し

いと思い込んでいた※2

新しくマスキング対象となった数
値に対する知識が乏しかった（マ
スキング対象に係る教育資料にも
反映されていなかった）

添付３（4/4） 
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添付４ 

 

不適合の処理状況 

 

2022/1/18     ＣＡＰ委員会にて不適合を起票した。 

 

2022/2/1     ＣＡＰ委員会にて是正処置の計画について了解され，コメントに基づき設工認申

請書作成担当Ｇにマスキング範囲の確認を依頼した。 

 

2022/2/15     上記依頼を確認中。過去の設工認資料の非公開範囲のマスキング漏れに関する不

適合の是正処置の実効性のレビュー結果及び今回報告した本事象に対する是正

処置との比較結果を作成した。 

 

2022/2/25     設工認申請書作成担当Ｇによるマスキング範囲確認の結果，マスキング漏れ及び

マスキング不要箇所のマスキングが無いことを確認した。 

商業機密マスキング対象リストを作成した。 

是正処置の具体的な方法については，次年度以降の教育・訓練計画に過去の不適

合事例教育を反映し，同様な不適合の再発防止を図ることとした。 

 

2022/3/14    ３次マニュアル Q3-D1-2-2 に申請書類のチェック時の留意事項を反映した。 
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